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令和５年 第１０回登別市農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和５年１０月２６日（火）１４時００分から１４時３０分

２ 開催場所 伊達市農業協同組合 登別支所 ２階会議室

３ 出席委員（７人）

会長 ９番 山下 篤

委員 １番 井野 嘉久

２番 佐々木 優

３番 大平 幸司

５番 古町 綾

６番 三原 一英

７番 田中 美智子

４ 欠席委員（２人）

委員 ４番 近井 一夫

８番 熊谷 源

５ 議事日程

第１ 議事録署名委員の選任及び会議書記の指名

第２ 報告第 ５号 農地パトロール調査特別委員会の調査結果について

第３ 報告第 ６号 現況証明願（市街化区域内）について

第４ 議案第１７号 現況証明願について

第５ 議案第１８号 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区

域の変更について

６ 農業委員会事務局職員

事務局長 渡部 光夫

総括主幹 西本 利博

主査 松井 隆行

主査 髙橋 洸太

主 査 髙橋 洸太
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７ 会議の概要

事務局長

議 長

佐々木委員

ただいまより、令和５年第１０回総会を開会いたします。

本日は、４番近井委員、８番熊谷委員より欠席の通知がありま

したので、ご報告いたします。

本日の出席委員は、９名中７名でありますので、農業委員会等

に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立しており

ます。

それでは、登別市農業委員会会議規則第３条の規定により、議

長は会長が務めることになっておりますので、これより以後の議

事の進行は山下会長にお願いいたします。

これより議事に入ります。

まず、日程番号第１「議事録署名委員の選任及び会議書記の指

名」を行います。

登別市農業委員会会議規則第９条第１項に規定する議事録署

名委員ですが、私から指名させていただくことにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり。）

それでは、議事録署名委員は、１番井野委員、２番佐々木委員

にお願いします。なお、本日の会議書記には、事務局職員の松井

主査を指名します。以上で、日程番号第１を終わります。

次に、日程番号第２ 報告第５号「農地パトロール調査特別委

員会の調査結果について」を議題とします。

本件につきましては、農地パトロールの実施にあたり、調査特

別委員会を設置しておりますので、委員長から報告を受けたいと

思います。佐々木委員長、よろしくお願いします。

報告第５号「農地パトロール調査特別委員会の調査結果につい

て」ご報告いたします。

議案書の１ページと２ページをご覧ください。

令和５年第８回総会において選任された、井野委員、大平委員、

私 佐々木の３名と、農業委員会事務局の松井主査、農林水産グ

ループの髙橋主査の５名により、令和５年９月２５日 午後１時

３０分から、農業委員会執務室において、調査特別委員会を開催

しております。

今回は、農地パトロール実施要領に基づき、新栄町３９筆、４
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議 長

事務局長

議 長

１万３，６１０平方メートルの農地について、重点的に農地パト

ロールを実施しており、調査の結果、耕作放棄地など問題のある

農地は見受けられませんでした。

報告は以上になります。

ただいま、報告第５号について、調査特別委員会委員長から報

告がありましたので、質疑を受けたいと思います。

なにか、ございませんか。

（「なし」の声あり。）

よろしいですか。

それでは、報告第５号について、委員長からの報告を認定する

ことに、賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成（賛成多数）ですので、報告第５号は、そのように認

定します。

次に、日程番号第３ 報告第６号「現況証明願（市街化区域内）

について」を議題とします。事務局より説明をお願いします。

報告第６号「現況証明願（市街化区域内）について」ご説明い

たします。

議案書３ページをご覧ください。

報告第６号は、市街化区域内の土地に係る現況証明の願出があ

り、登別市農業委員会事務専決規程第３条第１項第１号の規定に

基づき、専決処分により現況証明を発給したため報告を行うもの

であります。

証明を発給した土地は１筆で、所在が登別市●●町●●丁目、

地番が●●番●●、地目は公簿が畑、現況が農地・採草放牧地以

外、面積は●●㎡、願出理由は地目変更登記申請のためでありま

す。

位置図等の資料につきましては、議案書の４ページから６ペー

ジまでに記載のとおりであります。報告は以上になります。

ただいま、報告第６号について、事務局から説明がありました

ので、質疑を受けたいと思います。
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事 務 局 長

議 長

井 野 委 員

議 長

なにか、ございませんか。

（「なし」の声あり。）

よろしいですか。それでは、以上で報告第６号を終わります。

次に、日程番号第４ 議案第１７号「現況証明願について」を

議題とします。事務局より説明をお願いします。

議案第１７号「現況証明願について」ご説明いたします。

議案書７ページをご覧ください。

議案第１７号は、市街化調整区域の土地に係る現況証明の願出

であります。

証明を行う土地は１筆で、所在が登別市●●町、地番が●●番

●●の内、地目は公簿が牧場、現況が農地・採草放牧地以外、

面積は●●㎡、願出理由は現況確認のためであります。

位置図等の資料につきましては、議案書の８ページから１０ペー

ジまでに記載のとおりであります。

説明は以上になります。

本件につきましては、現況確認のため調査委員会を設置し、現

地調査を実施しておりますので、委員長から報告を受けたいと思

います。井野委員長、よろしくお願いします。

議案第１７号に係る現地調査の結果について報告いたします。

１０月５日午後１時３０分から、大平委員、熊谷委員、私 井野

の３名と事務局職員２名で現地調査を実施しました。

調査の結果についてでありますが、議案第１７号については、

願出のとおりであることを確認しましたので報告いたします。

ただいま、議案第１７号について、事務局の説明及び調査委員

長から報告がありましたので、質疑を受けたいと思います。

なにか、ございませんか。

（「なし」の声あり。）

よろしいですか。それでは、採決します。

議案第１７号について、願出のとおり決定することに賛成の方は

挙手をお願いします。
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事 務 局 長

議 長

（全員挙手）

全員賛成（賛成多数）ですので、議案第１７号は、そのように

決定します。

次に、日程番号第５ 議案第１８号「農業振興地域の整備に関

する法律に基づく農用地区域の変更について」を議題とします。

事務局より説明をお願いします。

議案第１８号は、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農

用地区域の変更について、登別市長より意見を求められておりま

すので、審議の上、意見を求めるものであります。

議案書１１ページをご覧ください。

今回の変更は、登別市全体の農用地区域を対象に行うものであ

ります。

また、農業振興地域の整備に関する法律第１３条第４項の規定

に基づき、北海道と市が事前に協議を行い、北海道から同意を得

ているものであります。

変更後の農用地区域につきましては、現況農用地等に係る土地

は資料１２ページから１５ページ、現況森林・原野等に係る土地

は資料１６ページに、記載されているとおりであります。

変更後の用途区分につきましては、採草放牧地と混牧林地に該

当する土地はなく、農地及び農業用施設用地に該当する土地は資

料１７ページに、記載されているとおりであります。

次に、農用地区域に編入・除外される土地及び地目変更となる

土地につきましては、

編入される土地は、資料１８ページに記載されている１７筆、

合計面積が４０万３，５５９㎡、

除外される土地は、資料１９ページから２２ページに記載され

ている１０５筆、合計面積が１３３万４，９９６．０１㎡、

地目変更となる土地は、資料２３ページに記載されている１９

筆、合計面積が４３万３，４３５．７９㎡となっております。

なお、変更後の土地利用計画図につきましては、資料２４ペー

ジから２９ページまでに記載のとおりであります。

説明は以上になります。

ただいま、議案第１８号について、事務局から説明がありまし

たので、質疑を受けたいと思います。

なにか、ございませんか。
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三 原 委 員

事 務 局

三 原 委 員

議 長

今回の農用地区域に編入される土地について教えていただき

たい。

今回の農用地区域への編入は、農地所有者に確認した、今後の

農地活用の意向に基づいて行うものであります。

農地所有者の意向により農用地区域に編入される土地は、資料

１８ページに記載されている、所在地が札内町や富浦町など、用

途区分が白地から畑及び施設用地に変更となる１７筆の土地と

なっております。

わかりました。

他にございませんか。

（「なし」の声あり。）

よろしいですか。

それでは、採決します。

はじめに、議案第１８号について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、議案第１８号はそのように決定します。

以上で、本日の総会に提案されました付議案件の審議について

は、すべて終了しました。これをもちまして、令和５年第１０回

農業委員会総会を閉会します。


